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税務訴訟資料 第２６６号－９（順号１２７８７） 

福岡地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号 課税処分取消請求事件 

国側当事者・国（飯塚税務署長） 

平成２８年１月２６日却下・棄却・控訴 

 

判 決 

 当事者の表示 別紙１（当事者目録）記載のとおり 

 

主 文 

１ 原告の本件訴え中、飯塚税務署長（処分行政庁）が平成２０年１１月１７日付けで甲に対して

した被相続人乙の平成１７年１月●日相続開始に係る相続税の更正処分（ただし、国税不服審判

所長がした平成２２年３月３０日付け裁決により一部取り消された後、処分行政庁がした同年１

１月２４日付け更正処分により減額された後のもの）のうち、納付すべき税額５６７万８５００

円を超え、納付すべき税額２３５９万５５００円を超えない部分の取消しを求める部分を却下す

る。 

２ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

３ 訴訟費用は、原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 当事者の求めた裁判 

１ 請求の趣旨 

 処分行政庁が、平成２０年１１月１７日付けで甲に対してした被相続人乙の平成１７年１月

●日相続開始に係る甲の相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分（ただし、いず

れも国税不服審判所長がした平成２２年３月３０日付け裁決により取り消された後、飯塚税務

署長がした同年１１月２４日付け更正処分により減額された後のもの）のうち、更正処分につ

いては課税価格１億１１４２万２０００円、納付すべき税額５６７万８５００円を超える部分、

賦課決定処分については全部を取り消す。 

２ 請求の趣旨に対する答弁 

（１）本案前の答弁 

 原告の本件訴え中、処分行政庁が平成２０年１１月１７日付けで甲に対してした被相続人

乙の平成１７年１月●日相続開始に係る相続税の更正処分（ただし、国税不服審判所長がし

た平成２２年３月３０日付け裁決により取り消された後、処分行政庁がした同年１１月２４

日付け更正処分により減額された後のもの）のうち、納付すべき税額５６７万８５００円を

超え、納付すべき税額２５５７万０８００円を超えない部分の取消しを求める部分を却下す

る。 

（２）本案の答弁 

 原告の請求をいずれも棄却する。 

第２ 事案の概要 

 本件は、被相続人乙（明治●年●月●日生であり、平成１７年１月●日、死亡した。以下「乙」
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という。）の子である甲（昭和●年●月●日生であり、平成２７年１月●日、死亡した。以下「甲」

という。）が、乙の相続（以下「本件相続」という。）に係る相続税に関して提出した修正申告

書（第二次）に関して、飯塚税務署長（以下「処分行政庁」という。）から、平成２０年１１月

１７日付けで相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことについて、こ

れらの処分（いずれも国税不服審判所長がした平成２２年３月３０日付け裁決により一部取り

消された後、処分行政庁がした同年１１月２４日付け更正処分により減額された後のもの）が

違法であるとして、被告を相手方として、上記各処分の取消し（ただし、更正処分については、

課税価格１億１１４２万２０００円、納付すべき税額５６７万８５００円を超える部分の取消

し、賦課決定処分については全部の取消し）を求める事案である（なお、甲の死亡により、原

告が本件訴訟を承継した。）。 

１ 前提事実（争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事

実。以下、特に明記しない限り、書証の掲記は枝番号を含む。） 

（１）当事者等 

ア 甲（昭和●年●月●日生）は、乙の四男であり、乙の相続人である。甲は、本件訴訟係

属中である平成２７年１月●日、死亡し、甲の妻である原告が、甲の本件訴訟を承継した。

（乙８） 

イ 本件相続に係る法定相続人は、甲、丙（乙の長女）、丁（同二女）、戊（同三女）、Ａ（同

三男）、Ｂ（同養子、同長男の妻）、Ｃ（同長男の長男。以下「Ｃ」という。）、Ｄ（同長男

の長女）及びＥ（同長男の二女）の９名である（以下、これらの者を併せて「本件相続人

ら」といい、本件相続人らが本件相続又は遺贈によって取得した財産を「本件相続財産」

という。）。（乙７、１１） 

（２）Ｃによる贈与税納税猶予の特例の適用 

ア Ｃは、平成７年３月１５日、処分行政庁に対し、平成６年分贈与税の申告書及び農地等

の贈与税の納税猶予税額の計算書を提出した。その際、Ｃは、乙から別表２（取得財産の

価額（相続時精算課税適用財産を除く））番号１ないし９の各農地（以下「本件特例適用農

地」という。）の贈与を受けたことについて、租税特別措置法（平成７年法律第５５号によ

る改正前のもの）７０条の４第１項に規定する特例の適用を受けていた。（乙７、１１） 

イ なお、Ｃは、当初、福岡県嘉穂郡（地名は本件相続時のもの。以下同様。）の農地を本件

特例適用農地としていたが、同農地は平成１５年６月２３日に国（九州整備局）に収用さ

れたため、処分行政庁に対し、同年１１月１７日付けで、代替農地として別表２番号１の

農地を本件特例適用農地とする旨の明細書を提出した。 

（３）乙による公正証書遺言 

 乙は、平成１６年８月２４日、公正証書遺言（同日付け福岡法務局所属公証人Ｆ作成の平

成１６年第●●号遺言公正証書）によって、要旨、次のアないしエのとおり、遺言をした（以

下「本件遺言」という。）（乙７、８、１１） 

ア 遺言者は、財団法人Ｇを設立するにつき、次のとおり寄付行為をする（以下「本件寄附

行為」という。）。 

（ア）目的 上記法人は、「遺言者の住む嘉穂郡地域において、家で療養したい障害者、高齢

者及び難病などの患者に対して地域での療養と生活を支える医療・介護等の向上の為の

事業を行い、寝たきりや痴呆の状態の予防と療養を支援し、家族とともに安心して暮ら
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せる地域社会を構築することを目的とする」。 

（イ）資産 上記法人の資産を構成する財産は、次のとおりとする（以下、次のａ及びｂを

併せて「本件寄附予定財産」という。）。 

ａ 遺言者の寄付する別表３（未分割財産の価額（本件寄附行為に係る財産の価額））番

号１ないし９の各不動産 

ｂ 遺言者の寄付する株式会社Ｈ銀行（以下「Ｈ銀行」という。）に対する預金債権のう

ち５０００万円 

イ 上記アの遺言の遺言執行者として、Ｉ（以下「Ｉ」という。）を指定する。 

ウ 丙、丁、戊及びＡに、それぞれ現金２００万円を「相続させる」。 

エ 上記ア及びウの財産を除き、乙の財産全部を甲に「相続させる」。 

（４）本件相続の開始 

 乙は、平成１７年１月●日、死亡した。なお、本件相続開始時におけるＨ銀行に対する預

金債権は、別表３番号１０ないし１２及び１６ないし２０（別表２番号１９ないし２１及び

１０６ないし１１０）のとおりであった。（乙７） 

（５）甲による相続時精算課税選択届出書等の提出 

 甲は、平成１７年３月１５日、処分行政庁に対し、乙から平成１６年１０月１０日に別表

４（相続時精算課税適用財産の価額）番号１ないし３の各土地（以下「本件相続時精算課税

適用財産」という。）の贈与を受けたとして、相続税法（平成１６年法律第１４７号による改

正前のもの。以下同様。）２１条の９第１項に規定する特例（以下「相続時精算課税の特例」

という。）の適用を受ける旨を記載した相続時精算課税選択届出書（乙１３）及び平成１６年

分贈与税の申告書（乙１４）を提出した。（乙２１） 

（６）Ｃによる贈与税納税猶予税額免除の届出書の提出 

 Ｃは、平成１７年５月１８日、処分行政庁に対し、本件相続に伴い、本件特例適用農地に

つき租税特別措置法（平成１５年法律第８号による改正前のもの）７０条の４の規定に基づ

く贈与税の免除を受ける旨の届出書を提出し、本件特例適用農地に係る贈与税納税猶予税額

の免除を受けた。 

（７）Ｃらによる遺言無効確認訴訟の提起 

 Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｂ及び丁は、平成１７年７月３１日、福岡地方裁判所飯塚支部において、甲、

丙、戊及びＡを相手方として、本件遺言について遺言無効確認訴訟（同庁平成●●年（○○）

第●●号公正証書遺言無効確認請求事件。以下「本件遺言無効確認訴訟」という。）を提起し

た。（甲６４、乙７、１２） 

（８）当初申告 

 甲は、平成１７年１１月●日、処分行政庁に対し、本件相続に係る相続税について、別表

１（課税の経緯）の「当初申告（Ａ）」欄のとおり記載した相続税の申告書（乙１）を、法定

申告期限内に提出した。（乙７、８、１１） 

（９）修正申告（第一次） 

 甲は、平成１８年５月２３日、処分行政庁に対し、本件相続について、別表１の「第一次

修正申告（Ｂ）」欄のとおり記載した相続税の修正申告書（乙２。以下「第一次修正申告書」

という。）を提出した。（乙７、８、１１） 

（10）特定非営利活動法人Ｇの設立 
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 平成１９年３月●日、特定非営利活動法人（以下「ＮＰＯ法人」という。）Ｇ（以下「ＮＰ

Ｏ法人Ｇ」という。）が設立された。（甲９、乙１５） 

（11）遺言執行経過報告書の提出 

 本件遺言の遺言執行者Ｉは、平成１９年６月１８日、本件相続に係る処分行政庁の税務調

査の過程において、処分行政庁に対し、遺言執行経過報告書（乙１５）を提出した。同報告

書の内容は、要旨次のとおりである。 

ア 平成１９年３月●日、ＮＰＯ法人Ｇが設立された。 

イ 「財団設立においては最低金３億円の設立資金が必要で、その条件を満たさないと財団

設立が不可能」である。 

ウ Ｉが「許認可官庁と相談した結果、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人

でも〔判決注：法人設立が〕可能であることが判明したので、特定非営利活動促進法〔判

決注：平成１７年７月２６日法律第８７号による改正前のもの。以下「改正前ＮＰＯ法人

法」という。〕によって法人会社〔判決注：ＮＰＯ法人Ｇ〕の設立をした」。 

（12）修正申告（第二次） 

 甲は、平成２０年８月２８日、処分行政庁に対し、本件相続について、別表１の「第二次

修正申告（Ｃ）」欄のとおり記載した相続税の修正申告書（乙３。以下「第二次修正申告書」

という。）を提出した。（乙７、８） 

 なお、第二次修正申告書は、処分行政庁が、本件相続に係る税務調査の結果（以下「本件

調査結果」という。）に基づき、甲に対し修正申告のしょうようを行ったところ、甲が本件調

査結果の一部につき修正申告を行ったものである。 

（13）平成１６年分贈与税に係る減額更正処分 

 処分行政庁は、平成２０年１１月１７日付けで、甲に対し、平成１６年分贈与税について、

本件相続時精算課税適用財産が過大に評価されていたことから（前記（５）参照）、これを減

額する更正処分（以下「本件贈与税更正処分」という。）を行った。（乙７、１６、２１） 

（14）更正処分等 

 処分行政庁は、平成２０年１１月１７日付けで、甲が第二次修正申告書において修正申告

を行わなかった部分について、本件調査結果に基づき、別表１の「更正処分等（Ｄ）」欄のと

おり、更正処分（以下「本件更正処分」という。）及び過少申告加算税の賦課決定処分（乙４。

以下、併せて「本件更正処分等」という。）を行った。（乙７、１１） 

（15）本件更正処分等に係る異議申立て 

ア 甲は、平成２１年１月１５日付けで、処分行政庁に対し、本件更正処分等を不服として

異議申立て（乙５。以下「本件異議申立て」という。）を行った。なお、甲は代理人（Ｊ税

理士）を通じ、平成２１年２月１３日付けで、異議申立ての補正を行っており、甲の異議

申立て（補正分を含む。）に基づき、甲が求める本件相続に係る納付すべき税額等を計算す

ると、別表１の「異議申立て（Ｅ）」欄のとおりとなる。（乙６、７） 

イ 処分行政庁は、平成２１年３月１２日、甲に対し、本件異議申立てを棄却する旨の決定

（乙７。以下「本件異議決定」という。）を行った。 

（16）本件更正処分等に係る審査請求 

ア 甲は、平成２１年４月８日、国税不服審判所長に対し、本件異議決定を不服として審査

請求を行った（乙８。以下「本件審査請求」といい、本件異議申立てと併せて「本件不服
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申立て等」という。）。なお、甲は、審査請求書の補正及び「審査請求の理由」の差し替え

を行っており、これらを踏まえた上で、甲が審査請求において求める本件相続に係る納付

すべき税額等を計算すると、別表１の「審査請求（Ｇ）」欄のとおりとなる。（乙８ないし

１１） 

イ 国税不服審判所長は、平成２２年３月３０日、本件審査請求について、甲の請求の一部

を認容し、別表１の「裁決（Ｈ）」欄のとおり、本件更正処分等の一部を取り消す旨の裁決

（乙１１。以下「本件裁決」という。）を行った。（乙１１） 

（17）本件相続に係る民事調停法（平成２３年法律第５３号による改正前のもの。以下同様。）１

７条に基づく決定 

 福岡地方裁判所飯塚支部は、平成２２年３月３１日、本件遺言無効確認訴訟を自庁調停に

付して（同庁平成●●年（○○）第●●号）、民事調停法１７条に基づく決定をした（乙１２。

以下「本件１７条決定」という。）。本件１７条決定は、同年４月２２日の経過により確定し、

上記訴訟は、訴えが取り下げられたものとみなされて終了した（同法２０条２項）。（乙３５） 

 本件１７条決定の内容（以下「本件条項」という。）は、要旨、次のとおりである。 

ア 本件相続人らのうち、甲、丙及び戊（以下、３名を併せて「甲グループ」という。）と、

甲グループ以外の相続人６名（以下、６名を併せて「Ｃグループ」という。）及び利害関係

人であるＮＰＯ法人Ｇは、本件条項の別紙財産目録（１）記載の不動産（本件相続財産の

一部）が「乙の遺産であることを確認し」、これを同財産目録（１）記載のとおりに「分割

し」、遺産内容欄記載の各遺産について、同欄記載のとおり、それぞれ「取得する」。 

 なお、ＮＰＯ法人Ｇが上記のとおり乙の遺産の一部（別表２番号１０ないし１８の各不

動産）を取得することについては、本件遺言における「乙の遺志を考慮してのことであり、

遺産からの寄付行為として行なわれるものであることを確認する」。 

イ 本件相続人らは、本件条項の別紙財産目録（２）記載の財産がＫ有限会社（以下「Ｋ」

という。）の財産であり、乙の遺産に属さないことを確認する。 

ウ 本件相続人らは、本件条項の別紙財産目録（３）記載の財産が甲の財産であり、乙の遺

産に属さないことを確認する。 

エ 本件相続人らは、本件条項の別紙財産目録（４）の１ないし１０記載の財産がＣの財産

であり、同１１記載の財産が有限会社Ｌ（以下「Ｌ」という。）の財産であり、同１２記載

の財産がＣ及びＢの共有財産であり、いずれも乙の遺産に属さないことを確認する。 

オ 上記アに基づく不動産の取得により発生する債権債務及び葬式費用等の精算として、Ｃ

グループは甲グループに対し、連帯して４００万円（甲グループの連帯債権）の支払義務

のあることを認める。 

カ Ｃグループ、甲グループ及びＮＰＯ法人Ｇは、本件条項の別紙財産目録（５）記載の金

銭債権が「乙の遺産であることを確認し」、これを同財産目録（５）記載のとおり「分割し」、

遺産内容欄記載の各遺産について、同欄記載のとおり「取得する」。 

 なお、ＮＰＯ法人Ｇが上記のとおり乙の遺産の一部（別表２番号１９ないし２２の預金

債権等）を取得することについては、上記アと同様、本件「遺言・・・を尊重してのこと

である」。 

キ Ｃグループ、甲グループ及びＮＰＯ法人Ｇは、本件条項に定めた遺産分割を前提として、

Ｃグループ及び甲グループの各内部における遺産分割については別途協議することを確認
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する。 

（18）Ｃグループによる相続税の更正の請求等 

ア Ｃグループ（Ｃを除く。）は、平成２２年５月２１日付けで、処分行政庁に対し、本件１

７条決定により本件相続財産のうちＣグループに帰属することとなった財産について、Ｃ

グループ内部で遺産分割協議が整ったとして、相続税法３２条の規定に基づく相続税の更

正の請求を行った。また、Ｃは、同日付けで、処分行政庁に対し、本件相続に係る相続税

について修正申告書を提出した。（甲２、６３、６４） 

イ 処分行政庁は、上記アを受け、本件相続人らに対し相続税法３５条３項の規定に基づく

相続税の更正を行う必要があるか否かについて確認するための税務調査（以下「本件税務

調査」という。）を行った。 

（19）本件訴えの提起 

 甲は、平成２２年９月２９日、本件裁決の結果を受け、本件訴えを提起した。（顕著事実） 

（20）甲に対する減額更正処分等 

 処分行政庁は、本件税務調査の過程において、本件相続により甲が取得する財産が減少す

ることが判明したとして、平成２２年１１月２４日付けで、甲に対し、別表１の「減額更正

（Ｉ）」欄のとおり、甲の課税価格を３億３２９０万８０００円、納付すべき税額を４９０３

万０８００円に減額する減額更正処分（以下「本件減額更正処分」といい、同処分によって

減額された後の本件更正処分を「本件減額後更正処分」という。）及び過少申告加算税を２７

７万５０００円に減額する旨の加算税の賦課決定処分（以下、本件減額更正処分と併せて「本

件減額更正処分等」といい、本件減額更正処分等により減額された後の本件更正処分等を「本

件減額後更正処分等」という。）を行った。（甲５、乙３６） 

（21）Ｃに対する更正処分及び同処分の取消し等（前記（18）参照） 

ア 処分行政庁は、平成２２年１１月２４日付けで、相続税法３５条３項に基づき、Ｃに対

し、本件相続に係る相続税の更正処分（以下「別件更正処分」という。）を行った。（甲４、

６４） 

イ Ｃは、同年１２月２４日付けで、別件更正処分を不服として、処分行政庁に対し、異議

申立てをしたところ、処分行政庁は、平成２３年２月２４日付けで、上記異議申立てを棄

却する旨の決定を行った。（甲６４） 

ウ Ｃは、平成２３年３月１６日、上記イの決定を経た後の別件更正処分に不服があるとし

て、国税不服審判所長に対し、審査請求をした。（甲６４） 

エ 国税不服審判所長は、平成２４年３月１３日付けで、Ｃに対し、上記ウの審査請求を認

容し、原処分である別件更正処分を取り消す旨の裁決（以下「別件裁決」という。）を行っ

た。（甲６４） 

（22）甲による相続税の更正の請求等 

ア 甲は、平成２２年１１月２９日、処分行政庁に対し、本件１７条決定を受け、甲グルー

プ内部で遺産分割協議が整ったとして、別表１の「更正の請求（Ｊ）」欄のとおり、相続税

の更正の請求（以下「本件更正の請求」という。）を行った。（甲３、乙２１） 

イ 処分行政庁は、平成２３年３月１０日付で、甲に対し、本件更正の請求について、①国

税通則法（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの。以下「通則法」という。）２３

条１項及び２項に規定する期限を徒過していること並びに②相続税法３２条１号に規定す
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る財産の分割が行われたとは認められないことを理由として、通則法２３条（更正の請求）

４項に基づく更正をすべき理由がない旨の通知処分（以下「本件通知処分」という。）を行

った。（乙１７） 

ウ 甲は、平成２３年５月６日付けで、処分行政庁に対し、本件通知処分を不服として異議

申立てを行った。なお、甲は、異議申立書の補正を行った。（甲７、乙２０） 

エ 処分行政庁は、平成２３年７月４日付けで、甲に対し、上記ウの異議申立てを棄却する

旨の決定を行い、同月８日、通則法８４条３項の規定に基づき、本件通知処分に係る異議

決定書の謄本を送達した。（乙２１、２２） 

オ 甲は、通則法７７条２項に規定された審査請求期限（異議決定書の謄本の送達があった

日の翌日から起算して１か月以内）である平成２３年８月８日までに、国税不服審判所長

に対し、審査請求を行わなかった。 

カ 甲は、平成２３年８月６日、本件通知処分の取消しを求める訴訟（福岡地方裁判所平成

●●年（○○）第●●号。以下「別件訴え」という。）を提起した。 

キ 福岡地方裁判所は、平成２４年１月３１日、別件訴えについて、通則法１１５条１項本

文に定める不服申立ての前置を欠いており、また、同項ただし書各号に該当する事由（不

服申立ての前置を要しないとされる事由）があるともいえないとして、訴えを却下する旨

の判決を言い渡し、その後同判決は確定した。 

（23）本件減額後更正処分等の適法性に関する被告による新たな主張 

 被告は、本件訴え提起後、平成２５年８月７日の第１８回弁論準備手続期日において陳述

された同月１日付け第７準備書面において初めて、本件減額更正処分等に誤りがあるとして、

後記２のとおり、本件減額後更正処分等の根拠及び適法性に関する新たな主張（以下「本件

範囲内主張」という。）を行った。 

２ 本件範囲内主張 

（１）本件減額後更正処分等の根拠 

 被告が本件訴訟において主張する本件相続に係る甲の相続税の課税価格及び納付すべき相

続税額は、別紙２（被告主張の甲の納付すべき税額等の計算過程）記載のとおりである（以

下、同別紙に記載された計算過程を「本件再計算」という。）。なお、本件相続財産の評価に

ついては、財産評価基本通達（昭和３９年４月２５日付直資５６、直審（資）１７による国

税庁長官通達。ただし、平成１８年５月１８日付け課評２－７による改正前のもの。以下「評

価通達」という。）による。（乙３３） 

（２）本件減額後更正処分等の適法性 

 本件再計算によれば、甲が納付すべき本税の額は、本件再計算８（２）のとおり、５２５

２万１４００円、過少申告加算税の額は、本件再計算１０のとおり、３２０万１５００円と

なるところ、本件減額後更正処分等における甲の納付すべき本税の額４９０３万０８００円

及び過少申告加算税の額２７７万５０００円（前提事実（20））は、上記金額の範囲内である

から、本件減額後更正処分等は適法であるといえる。 

３ 争点 

（１）本件訴えの適法性（訴訟要件の有無） 

ア 訴えの利益の有無 

イ 不服申立て前置（通則法１１５条１項本文違反）の有無 
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（２）本件減額後更正処分等の適法性 

ア 本件範囲内主張の許否（時機に後れた攻撃防御方法に当たるか） 

イ 本件範囲内主張の当否 

（ア）本件遺言の効力及び本件１７条決定の意味 

（イ）本件相続財産の範囲 

ａ 本件寄附予定財産（別表２番号１０ないし２１及び１０６ないし１１０（別表３番

号１ないし１２及び１６ないし２０）） 

ｂ 平成１６年分所得税還付金（別表２番号１１３） 

ｃ Ｌに対する貸付金（別表２番号１４８） 

ｄ Ｋに対する未収金（別表２番号１４９） 

（ウ）本件相続財産（一部の不動産）の評価 

ａ 本件相続時精算課税適用財産（別表４番号１ないし３） 

ｂ その他の不動産（別表２番号１０ないし１８、番号２５ないし８０、番号１１８な

いし１２３及び番号１２６ないし１３０） 

（エ）別件裁決が本件減額更正処分等に影響を及ぼすか 

４ 争点に関する当事者の主張 

（１）争点（１）（本件訴えの適法性）について 

【被告の主張】 

ア 訴えの利益 

 更正処分で決定された税額のうち、申告税額を超えない部分については、納税者が自ら

納税義務を確定させているため、その部分について訴訟で争う訴えの利益はないと解すべ

きである。そして、本件更正処分のうち、甲が第二次修正申告書に記載した課税価格３億

３９５９万４０００円及び納付すべき税額２３５９万５５００円を超えない部分について

は、納税者が自ら納税義務を確定させている。したがって、本件減額後更正処分のうち、

課税価格３億３９５９万４０００円及び納付すべき税額２３５９万５５００円を超えない

部分については、訴えの利益がない。 

イ 不服申立て前置（通則法１１５条１項本文違反）の有無 

 甲は、本件更正処分等についての本件不服申立て等を経て本件訴えを提起したが（前提

事実（15）、（16）及び（19）、本件不服申立て等において、本件相続時精算課税適用財産の

価額について、第二次修正申告書で記載した１０９１万１００９円ではなく、１１３１万

６０６３円を評価額として本件不服申立て等の理由とした。したがって、甲が本件不服申

立て等において主張していることとなる課税価格は３億３９９９万９０００円であり、甲

の納付すべき税額を計算すると２５５７万０８００円となる（別表１の「異議申立て（Ｅ）」

欄及び「審査請求（Ｇ）」欄参照）。そうすると、本件訴えにおいて、本件更正処分等のう

ち、甲が本件不服申立て等を経た部分は、課税価格３億３９９９万９０００円及び納付す

べき税額２５５７万０８００円を超える部分に限られる。 

 上記によれば、本件減額後更正処分のうち、本件不服申立て等において甲が納付すべき

税額として主張した金額を超えない部分については、不服申立てを経ていないこととなる。

したがって、本件訴えのうち、上記部分の取消しを求める部分は、不適法である。 

ウ 上記ア及びイによれば、本件訴えのうち、納付すべき税額５６７万８５００円を超え、
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納付すべき税額２５５７万０８００円を超えない部分の取消しを求める部分は、不適法で

あり、却下されるべきである。 

【原告の主張】 

ア 甲が本件不服申立て等において主張した納税額は、実質的な相続人間の遺産分割協議が

できる前のものであり、本件遺言に基づき甲が包括承継をするという前提で主張したもの

である。しかしながら、その後、本件１７条決定により甲グループの相続分が確定したこ

とから、改めて現在の相続分に応じた課税額が決定されなければならず、甲の納付すべき

税額が２５５７万０８００円未満になることは当然にあり得る。 

イ したがって、本件減額後更正処分のうち、納付すべき税額２５５７万０８００円を超え

ない部分の取消しを求める訴えについても適法である。 

（２）争点（２）ア（本件範囲内主張の許否）について 

【原告の主張】 

 本件範囲内主張は、本件訴え提起後、約３年を経過してからされたものであり、従前の原

被告間の攻防を無にするものであって、時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきで

ある。 

【被告の主張】 

 本件範囲内主張は、本件１７条決定の法的効果の解釈の誤り及び未分割財産の金額の計算

方法の誤りに起因するものであり、被告は、上記誤りに気付いた後、直ちに本件範囲内主張

を行ったのであるから、上記主張は「故意又は重大な過失により時機に後れて提出した」も

のとはいえない。また、本件範囲内主張は、専ら法解釈に関するものであり、事実関係に係

る証拠取調べを要するものではないから、訴訟の完結を遅延させるものでもない。 

 したがって、本件範囲内主張は却下されるべきではない。 

（３）争点（２）イ（ア）（本件遺言の効力及び本件１７条決定の意味）について 

【被告の主張】 

ア まず、本件１７条決定においては、本件遺言が無効である旨何ら記載されておらず、ま

た、本件１７条決定の確定により、訴えが取り下げられたものとみなされたから、本件遺

言無効確認訴訟において、本件遺言の無効が確認されなかったことは明らかであって、本

件遺言は、本件１７条決定の後においてもなお有効であるというべきである。 

イ そして、本件遺言は、民法（平成１６年法律第１４７号による改正前のもの。以下同様。）

９０８条の遺産の「分割の方法」を定めた遺言であるから、本件相続財産については、乙

の死亡時（遺言の効力の生じた時）に、本件遺言で定めたとおりの方法で分割が確定した

ことになる。 

 したがって、本件遺言により甲が取得することとなっている相続財産については、本件

相続によりに甲により承継されたと認められ、また、本件遺言により分割の方法が定めら

れていない相続財産は、未分割財産となる。 

ウ 上記ア及びイによれば、本件１７条決定は、本件遺言の効力を維持した上で、本件１７

条決定に関わった利害関係者を含む当事者間で、将来に向かって新たに生ずる財産の権利

関係を定めたものというべきである。 

 なお、処分行政庁は、本件減額更正処分の際、本件１７条決定が遺産分割と同様の法的

効果を発生させるものであると解釈し、本件１７条決定に基づく財産の権利関係の変動の
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効力は、本件相続開始時に遡ると判断して、本件遺言により甲が取得することとなってい

た相続財産の一部について、甲以外の相続人等が取得することとなり、甲の取得する相続

財産が減少したことなどによって、本件減額更正処分を行ったが、これは誤りである。 

【原告の主張】 

ア 本件１７条決定は、本件遺言のうち、財団法人Ｇに関する部分を除き、無効であること

を確認した上、本件相続人らにおいて、法定相続割合に従って遺産を分割するというもの

である。すなわち、本件遺言無効確認訴訟において、本件遺言が無効か否か争われたとこ

ろ、当事者間の和解協議においては、当事者及び裁判所の意思は、本件遺言を財団法人Ｇ

に関する部分を除き、一旦、白紙に戻して無効とし、本件相続人らの間で基本的に法定相

続分に従って乙の遺産を分割し、相続時に遡って遺産分割の効力を生じさせるというもの

である。それ故、処分行政庁においても、本件１７条決定後、本件相続により甲が相続す

る財産が本件遺言によるものより減少したとして、本件減額更正処分を行ったのである。 

 被告は、本件訴え提起後、本件遺言が有効であることを前提として、甲の相続税額を再

計算（本件再計算）しているが、本件１７条決定における当事者及び裁判所の意思に反し、

失当である。 

イ 仮に、本件遺言が有効であることを前提として、甲の相続税額を計算するとしても、本

件再計算における被告による本件相続財産（特に不動産）の評価額は失当である。本件相

続財産の評価額に関する原告の主張は、後記（４）ないし（９）のとおりであり、原告主

張に係る評価額によれば、甲の納付すべき税額は１６５９万７０００円であるにとどまる。 

（４）争点（２）イ（イ）ａ（本件寄附予定財産（別表２番号１０ないし２１及び１０６ないし

１１０））について 

【被告の主張】 

ア 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）については、改正前ＮＰＯ法人法において、遺言に

よるＮＰＯ法人の設立を認める旨の直接の規定はなく、民法４３条及び４４条は準用され

ているが、同法４１条２項及び４２条２項は準用されていない（改正前ＮＰＯ法人法８条）。

これは、社団法人の設立行為は、遺言により行うことにおよそなじまないことによるもの

であり、社団法人の一つであるＮＰＯ法人についても、遺言によるＮＰＯ法人の設立を認

めることはできないというべきである。 

イ 「財団法人Ｇ」と「ＮＰＯ法人Ｇ」とは、それぞれ財団法人とＮＰＯ法人であるところ、

両者はその法的性格を異にするものであり、ＮＰＯ法人について遺言による設立が認めら

れていない以上、本件遺言により「ＮＰＯ法人Ｇ」が設立したとは認められない。 

 また、遺言によるＮＰＯ法人の設立が認められていない以上、遺言執行者であるＩが、

その遺言執行者としての権限に基づき、「ＮＰＯ法人Ｇ」を設立することもできない。 

 さらに、本件遺言においては、「財団法人Ｇ」の設立行為としての「寄附行為」（民法３

９条、４１条２項）が定められているのであり、「財団法人Ｇ」又は「ＮＰＯ法人Ｇ」に対

する「寄付」について定めたものではないから、本件遺言により、「ＮＰＯ法人Ｇ」に、本

件寄附予定財産が「寄付」されたものとは認められない。 

ウ そして、本件遺言で定められていた「財団法人Ｇ」は、設立条件を満たしておらず、主

務官庁の許可も受けていないため、財団法人として設立していない。したがって、本件遺

言のうち、「財団法人Ｇ」を設立する旨の条項は、その効力が生じないこととなる。 
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エ 上記アないしウによれば、本件遺言のうち、「財団法人Ｇ」に本件寄附予定財産を寄付す

るとの部分については、その効力が生じないこととなるから、民法４１条２項で準用する

同法９９５条（遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属）により、本件寄附予定財産は、

本件相続人らに帰属することとなり、本件相続財産に含まれることになる。 

【原告の主張】 

ア 本件遺言における遺言者の意志は、財団法人の設立という点に力点があるのではなく、

地域の老人福祉等の社会福祉に貢献したいとの思いから、そのような活動を行う団体を設

立して同団体に財産を寄付したいというものである。そして、「ＮＰＯ法人Ｇ」と「財団法

人Ｇ」とは、名称、設立趣旨（目的）、事業内容等が全く同じであり、事実上同一視できる

ことから、その設立は、遺言者の意志に合致するものである。したがって、本件遺言のう

ち、財団法人Ｇに対して本件寄附予定財産を寄付するとの部分については無効ではなく、

本件遺言に基づいて、ＮＰＯ法人Ｇに対して本件寄附予定財産が遺贈されたものと解すべ

きである。 

イ 実際、本件相続人らにおいても、本件１７条決定において、「ＮＰＯ法人Ｇ」が取得する

財産については、本件遺言が有効であることを前提に、本件遺言に基づき、乙の遺産から

本件相続人らが取得することなく、直接「ＮＰＯ法人Ｇ」に遺贈されるものであると考え

ていた。本件１７条決定において、「Ｇ」は受遺者として参加しているが、このことは、「Ｇ」

が本件相続人らを介することなく、乙の遺産から直接遺贈されたことを意味するのである。 

ウ また、そもそも、遺言の解釈は、「遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理

的にその趣旨を解釈すべきであ」り、「可能な限りこれを有効となるように解釈することが

右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言者の文言を前提にしながらも、遺言者が

遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものというべ

きである」（最高裁昭和●●年（○○）第●●号平成５年１月１９日第三小法廷判決・民集

４７巻１号１頁参照）。このような判例の趣旨からも、本件遺言における「Ｇ」への遺贈は

有効と解すべきである。 

エ 被告の主張は、「財団法人Ｇ」と「ＮＰＯ法人Ｇ」が別法人であるとの形式面のみに着目

したものであり、乙の意志や本件相続人らの合意内容を無視したものである。 

オ 上記アないしエのとおり、本件寄附予定財産は、本件１７条決定によって、ＮＰＯ法人

Ｇに遺贈されたものであるから、本件相続財産には含まれない。 

（５）争点（２）イ（イ）ｂ（平成１６年分所得税還付金（別表２番号１１３））について 

【原告の主張】 

 平成１６年分所得税還付金（１１万９７１４円）請求権（以下「本件還付金請求権」とい

う。）は、本件相続財産に含まれない。 

【被告の主張】 

 平成１６年分所得税還付金は、本件相続人らが乙の平成１６年分所得税の確定申告（所得

税法１２５条１項に基づく確定申告）を行った結果、乙が平成１６年分の所得税の確定申告

に係る予定納税（所得税法１０４条、通則法１５条３項１号）として処分行政庁に既に納付

した所得税の一部について、本件相続人らに還付金を受け取る権利（本件還付金請求権）が

発生したものである。 

 そして、本件還付金請求権は、乙の死亡後に発生するものではあるが、乙の生存中に潜在
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的に存在していた乙の財産が、乙の死亡により顕在化したものと考えられるから、本件還付

金請求権は本件相続財産に含まれる。 

（６）争点（２）イ（イ）ｃ（Ｌに対する貸付金（別表２番号１４８））について 

【原告の主張】 

 乙のＬに対する貸付金９０万円（以下「本件貸付金」という。）は存在しないから、本件相

続財産には含まれない。 

【被告の主張】 

 本件貸付金について、甲は、第二次修正申告書において自認していたにもかかわらず、本

件訴訟において、単に存在しない旨主張するのみであって、上記主張を裏付ける主張立証は

何ら行っていない。 

 したがって、本件貸付金は、甲が第二次修正申告書において自認しているとおり存在する

のであり、本件相続財産に含まれ、課税の対象となる。 

（７）争点（２）イ（イ）ｄ（Ｋに対する未収金（別表２番号１４９））について 

【原告の主張】 

ア 乙のＫに対する未収金１４１１万１０００円（以下「本件未収金」という。）は、乙から

Ｋに対する不動産売買に係る未払代金として本件相続財産に含められた。 

イ しかしながら、次のとおり、本件未収金は支払済みである（未収金は存在しない）から、

本件相続財産には含まれない。 

（ア）Ｋは、平成３年１２月までに、乙から事業資金として６０００万円を借り入れた。 

（イ）Ｋは、平成４年１月から平成１６年１０月までの間、乙に対し、上記（ア）の借入金

の返済として毎月５０万円を支払った。そのため、支払総額が７７００万円となり、１

７００万円が過払金となった。 

（ウ）そこで、Ｋは、平成１６年１１月１日、乙の不動産を買い受け、上記（イ）の過払金

１７００万円を売買代金に充当した。 

【被告の主張】 

ア 本件未収金について、甲は、第二次修正申告書において自認していたにもかかわらず、

的確な証拠を示すことなく、既に支払済みである旨主張するにとどまる。 

イ したがって、本件未収金は、甲が第二次修正申告書において自認しているとおり存在す

るのであり、本件相続財産に含まれる。 

（８）争点（２）イ（ウ）ａ（本件相続時精算課税適用財産（別表４番号１ないし３））について 

【原告の主張】 

ア 別表４番号１の土地 

 別表４番号１の土地は、●●町に公共広場として貸し付けている土地であるから、「公益

を目的とする事業の用に供する」ものに当たり、非課税である。 

イ 別表４番号２及び３の土地 

 別表４番号２及び３の土地は、１６名もの多数の共有地であり、売却が可能なものでは

なく、せいぜい評価通達による評価額の７０％以下の価値しかない。したがって、上記土

地の評価については、評価通達によらないことが相当と認められる特段の事情がある。 

【被告の主張】 

ア 別表４番号１の土地 
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 原告は、別表４番号１の土地が非課税となる法的根拠を明らかにしておらず、仮に、相

続税法１２条１項３号に基づくものであるとしても、同号の要件該当性について何ら主張

立証を行っていない。したがって、原告の主張には理由がなく、上記土地の評価は、評価

通達に定められた評価方式により算出した価額によることが合理的かつ妥当である。 

イ 別表４番号２及び３の土地 

 評価通達は、共有財産の評価について「共有財産の持分の価額は、その財産の価額をそ

の共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価する」（評価通達２）規定を設けてい

るが、共有者多数で売却可能性が低いことを理由に財産の評価額を下げる旨の規定は設け

ていない。また、原告の主張は、単に売却の意思決定を容易にすることができないという

にすぎず、同土地の評価額自体に直接影響を及ぼすものではない。 

 したがって、原告の主張には理由がなく、上記土地の評価に当たっては、評価通達に定

められた評価方式によることが合理的かつ妥当である。 

（９）争点（２）イ（ウ）ｂ（その他の不動産（別表２番号１０ないし１８、番号２５ないし８

０、番号１１８ないし１２３及び番号１２６ないし１３０））について 

【原告の主張】 

 上記各不動産については、以下のとおり、いずれも評価通達による評価額が、時価と余り

に乖離しており、評価通達によらないことが相当と認められる特段の事情がある。 

ア 別表２番号１０ないし１８の各不動産（本件寄附予定財産のうち不動産） 

 上記各不動産の時価は、合計８７９１万５６００円であり（甲５１の１）、被告の評価額

より約１億０８００万円も低い。 

イ 別表２番号２５ないし８０の各土地（共有地） 

 上記各土地は、いずれも共有地であり、多数者による共有としてＭ組合が管理する土地

である。管理者が共有地の地代などを徴収し、固定資産税など経費を除いた残額を共有者

に配当しているところ、その配当金は甲の相続分全体で年額わずか４８万円ないし５２万

円である。また、上記各土地については、過去に私人間で売買された実例はなく、所有者

が死亡して相続が発生しても登記名義を相続人に書き換えることなく放置されてきた土地

である。 

 そして、税理士の計算（甲３１）によれば、固定資産税から時価を査定すると７００万

円程度であり、配当金から収益還元法で計算すると６２５万円であり、さらに、売却が不

可能なことから、同額の７０％である４３７万５０００円が適正価格である。この計算と

評価通達による評価（５６８６万３８９５円）では１０倍以上の乖離があり、評価通達に

よらないことが相当と認められる特段の事情がある。 

 したがって、４３７万５０００円を時価とし、これをもって上記各土地の評価額と認め

るのが相当である。 

ウ 別表２番号１１８ないし１２３の各土地 

 別表２番号１１８ないし１２３の各土地については、用途が同一の土地であり、一体の

土地とみられるところ、これらの土地の大部分を別表２番号１１８の土地が占めており、

同土地の約３分の１は山林であったにもかかわらず、評価通達では、これらの土地全てが

宅地として評価されており、現状と異なるから、評価通達によらないことが相当と認めら

れる特段の事情がある。そして、上記各土地の時価は、合計２９６１万９０００円であり
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（甲４７）、評価通達による計算と約３２５０万円の差があること、さらに、別表２番号１

１８の土地について、飯塚市によって宅地課税から雑種地課税への課税の修正が行われ、

５年間の差額の還付が行われたことからも、上記各土地について評価通達によらないこと

が相当と認められる特段の事情があることが裏付けられる。 

 なお、別表２番号１２３の土地は、それ自体では時価評価は０である。 

エ 別表２番号１２６ないし１３０の各土地 

 上記各土地は、平成１５年度の大雨により水没しており、上記各土地を含む地域は、旧

炭鉱の坑道上にあり、地盤沈下が激しく、その後も「ウォーターハザードの地域」になっ

ている。したがって、上記各土地は、評価通達の評価額によって処分が可能な土地ではな

く、明らかに特殊な土地であるから、評価通達によらないことが相当と認められる特段の

事情がある。 

 そして、別表２番号１２６の土地の時価は、９４０万円（甲４８）、同番号１２７の土地

の時価は、２５０万円（甲４９）、同番号１２８ないし１３０の各土地の時価は、合計７１

２万７２５０円（甲４３の２）である。 

【被告の主張】 

 上記各不動産の評価については、以下のとおり、いずれも評価通達によらないことが相当

と認められる特段の事情があるとは認められず、評価通達に定められた評価方式により時価

を評価することが合理的かつ妥当である。 

ア 別表２番号１０ないし１８の各不動産（本件寄附予定財産のうち不動産） 

 原告主張の評価額は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価ですらなく、評価通達によら

ないことが相当と認められる特段の事情は、単に不動産鑑定士による不動産鑑定評価が評

価通達の定める方法によって算定された評価額より低いということのみでは認められない。 

イ 別表２番号２５ないし８０の各土地 

（ア）評価通達では、共有財産の評価について「共有財産の持分の価額は、その財産の価額

をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価する」（評価通達２）との規定

は設けられているものの、共有者多数で売却可能性が低いことを理由に財産の評価額を

下げる旨の規定は設けられていない。 

 原告の主張は、単に売却の意思決定を容易にすることができないというにすぎず、上

記土地の評価額自体に直接影響を及ぼすものでないことは明らかである。 

（イ）さらに、共有者が多数存在する土地について、持分割合が小さいことなどによって、

その売却が事実上困難な場合があるとしても、そのことによって当該土地の客観的価値

自体は何ら変動しないというべきである。そして、仮に、共有者が多数存在することで

持分の売却が事実上困難となることがあるとしても、どの程度の共有者が存在する場合

に多数というべきか、その基準が明確に定められないし、共有者間の関係や各共有者の

持分割合等によっては、共有者が多数であっても持分の売却が容易な場合もあれば、共

有者が少数であっても持分の売却が困難な場合もあり得るから、共有者が多数存在する

ことを土地の価額を評価する際の考慮要素とすることはできないというべきである。 

 加えて、過去に私人間で売買された事例がないことが当該土地の客観的価値に影響を

与えるものでないことは明らかであり、評価通達の定める方法以外の方法による財産評

価をすべき根拠とならない。 
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 また、上記各土地は、単に一部の共有者が相続に係る登記をしていないというだけで

あり、実際には管理者によって管理されており、土地全体が放置されているわけではな

いから、共有者の一部が相続後に登記名義を変更していないことは、土地の客観的価値

に影響を与える事情とはいえない。 

 上記のとおりであり、原告は、財産評価に当たり主観的事情を考慮することを求めて

いるにすぎないのであり、財産評価に当たり主観的事情を考慮すべきでない。 

（ウ）なお、原告主張の評価額は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価ですらなく、評価通

達によらないことが相当と認められる特段の事情は、単に不動産鑑定士による不動産鑑

定評価が評価通達の定める方法によって算定された評価額より低いということのみでは

認められない。 

ウ 別表２番号１１８の土地 

（ア）まず、別表２番号１１８の土地についての評価通達による評価は以下のとおり適正で

ある。すなわち、本件相続の開始は平成１７年１月●日であるから、上記土地の評価は、

評価通達の定めにより、平成１７年度の固定資産税評価額を基に時価を算出することに

なるところ、飯塚市は、上記土地の平成１７年度固定資産税評価額の算定について検証

したが、固定資産の価格等に重大な錯誤が認められないので、同評価額の訂正は行わな

いとした（甲３０）。このように、飯塚市は上記土地の平成１７年度固定資産税評価額の

訂正を行わないとしている以上、同評価額は適正なものというべきである。 

 また、飯塚市が上記土地の現況確認を行ったのは平成２５年７月１２日であるが（甲

３０）、処分行政庁は、本件更正処分に係る相続税調査において、平成１７年度の土地・

家屋名寄帳（課税台帳）（乙３７）によって、上記土地の地目が現況宅地とされているこ

とを確認し、さらに、平成１９年１１月に現地調査を実施し（乙３８、乙３９）、上記土

地上に建物が建っており、上記土地は当該建物の敷地及びその維持又は効用を果たすた

めに必要な土地に当たり、宅地に該当することを確認して、評価通達に基づいて評価額

を算定した。 

 加えて、上記土地に係る登記情報では、平成２４年６月２２日付けで、「昭和５３年１

２月１日地目変更」を原因として「宅地」に地目変更登記がされており（甲３０）、当該

登記内容から、上記土地は、昭和５３年１２月１日以降、「宅地」であったといえる。 

 さらに、甲自身も、第二次修正申告において、平成１７年度固定資産税評価額に基づ

いて、上記土地を評価していた（被告第３準備書面別表５の番号１欄参照）。 

 上記によれば、処分行政庁による上記土地の評価は適正であるというべきである。 

（イ）原告は、評価通達に基づく評価が時価を上回っている旨主張するが、原告主張の評価

額は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価ですらなく、評価通達によらないことが相当

と認められる特段の事情は、単に不動産鑑定士による不動産鑑定評価が評価通達の定め

る方法によって算定された評価額より低いということのみでは認められない。 

エ 別表２番号１１９ないし１２３の各土地 

 上記各土地に関する原告主張の事情は、別表２番号１１８の土地に関するものであって、

別表２番号１１９ないし１２３の各土地に関するものではない。したがって、上記事情を、

別表２番号１１９ないし１２３の各土地に関して、評価通達によらないことが相当と認め

られる特段の事情として主張することは失当である。 
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オ 別表２番号１２６ないし１３０の各土地 

（ア）別表２番号１２６ないし１３０の各土地は、市街地的形態を形成する地域以外にある

宅地であるところ、評価通達１１（評価の方式）は、市街地的形態を形成する地域以外

にある宅地について、倍率方式（固定資産税評価額に所定の倍率を乗じて宅地の価額を

評価する方式）によって行う旨定めている（乙３１）。 

（イ）そして、固定資産税評価額の算定については、固定資産評価基準により行うこととさ

れており、宅地の評価については、各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点数を

評点１点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法による旨定めているとこ

ろ、その基礎となる標準宅地の評点数の付設について、「売買実例価額から評定する適正

な時価に基づいて評点数を付設するものとする。」（第３節二（二）１（３））と定められ

ていることからすれば、売買実例価額が宅地の固定資産税評価額の算定の基礎となって

いるといえる。 

 そして、原告主張に係る事情は、上記各土地の個別事情ではなく、各土地がある地域

の事情であるところ、上記各土地を含む地域が旧炭鉱の坑道上にあるとすれば、当該地

域内の土地については、従来から地盤沈下が予想されていたと考えられ、当該事情は、

実際の取引価格である売買実例価額において既に考慮されていたはずであるから、売買

実例価額を算定の基礎とする固定資産税評価額を決定する際にも基礎とされた事情であ

るといえる。 

 したがって、原告主張に係る事情は、評価通達によらないことが相当と認められる特

段の事情とはいえない。 

（ウ）原告は、評価通達に基づく評価が時価を上回っている旨主張するが、原告主張の評価

額は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価ですらなく、評価通達によらないことが相当

と認められる特段の事情は、単に不動産鑑定士による不動産鑑定評価が評価通達の定め

る方法によって算定された評価額より低いということのみでは認められない。 

（10）争点（２）イ（エ）（別件裁決が本件減額更正処分等に影響を及ぼすか）について 

【原告の主張】 

ア Ｃについて確定した総遺産の価額、総課税額は相続人全員に共通であり、別件裁決にお

いて、Ｃに対する平成２２年１１月２４日付け別件更正処分が取り消されたことにより、

当然に、同日付けでなされた甲に対する本件減額更正処分等も無効となり、又は取り消さ

れるべきものとなる。 

イ 上記アのとおり、別件裁決において別件更正処分が取り消された結果、他の相続人の課

税関係に影響が及ぶと解すべき根拠は、相続税は、同一の被相続人の総遺産について相続

税額が定まり、各相続人が実際に遺産を取得した割合に応じて相続税を負担する税体系で

あり、Ｃを含む他の相続人もその仕組みで課されることにある。 

【被告の主張】 

ア 別件裁決は、本件訴訟における争点とは直接関係しない相続税法３２条１号の要件を審

査対象として別件更正処分を不適法としたものであり、いわば手続上の瑕疵を指摘したも

のにすぎない。すなわち、別件更正処分は、相続税法３５条３項に基づいて行われた更正

処分であるところ、同条項に基づく更正処分を行うためには、その前提として、同法３２

条１号の規定に基づく更正の請求が同号の定める各要件を充足する適法なものであり、当
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該更正の請求に基づいて減額更正処分が行われたことが必要になる。ところが、別件更正

の請求は、本件相続財産に係るいずれの財産についても、同号による更正の請求の要件を

満たすものとは認められないから、別件更正処分は、同法３５条３項に基づく更正として

不適法なものとなる。別件裁決は、このような理由に基づくものであるにすぎない。 

イ また、相続税の申告及び課税は相続人ごとに別個独立に行われ、その効力も個別的に判

断すべきものであるから、ある相続人の申告又は課税における瑕疵は、原則として、他の

相続人の申告又は課税に影響を及ぼすものではない。加えて、「各相続人の相続税の額」が

「相続税の総額」を基礎として案分される課税方式となっていても、「各相続人の相続税の

額」の合計と「相続税の総額」が一致しないことについて、法的な問題があるとはいえな

い。 

ウ したがって、別件裁決により別件更正処分が取り消されたからといって、直ちに甲に対

する本件減額更正処分等が無効となり、又は取り消されるべきものとなることはない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 争点（１）（本件訴えの適法性）について 

（１）訴えの利益の有無 

ア 更正処分は、当該納税者の当該年分の課税標準及び税額を全体的に見直して変更する処

分であり、その効力は、更正処分によって決定された税額の全部に及ぶものと解すべきで

あるところ、更正処分で決定された税額のうち、申告税額を超えない部分については、納

税者が自ら納税義務を確定させているのであるから、その部分について訴訟で争う訴えの

利益はないと解すべきである。 

イ そこで検討するに、甲は、第二次修正申告書において、別表１の「第二次修正申告（Ｃ）」

欄のとおり、課税価格を３億３９５９万４０００円、納付すべき税額を２３５９万５５０

０円と申告しており（前提事実（12））、本件減額更正処分のうち、上記課税価格及び納付

すべき税額を超えない部分については、納税者が自ら納税義務を確定させていることとな

る。 

 したがって、本件訴えのうち、本件減額後更正処分について、課税価格３億３９５９万

４０００円及び納付すべき税額２３５９万５５００円を超えない部分の取消しを求める部

分については、訴えの利益がない。 

ウ 上記イによれば、本件訴えのうち、上記課税価格及び納付すべき税額を超えない部分の

取消しを求める部分は、不適法であるというべきである。 

（２）不服申立て前置の有無 

ア 通則法１１５条１項において、国税に関する法律に基づく処分で不服申立てをすること

ができるものの取消しを求める訴えは、同項ただし書各号のいずれかに該当する事由がな

い限り、①異議申立てをすることができる処分にあっては異議申立てについての決定を、

②審査請求をすることができる処分にあっては審査請求についての裁決をそれぞれ経た後

でなければ、提起することができないと定められている。 

 そして、まず、①異議申立ての調査は、異議申立人の申立てに拘束されるものではなく、

申立ての対象となった処分の全部について異議申立人の主張しない事項をも含めて行われ、

国税の税額等に係る処分についての異議申立ての調査は、当該処分が増額の更正である事

案については、当該更正の額と申告額との差額の範囲である（不服審査基本通達（昭和４
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８年１１月１日直審１－１０ほか）（異議申立関係）８４条関係参照）。また、②審査請求

に係る審理の範囲は、審査請求人の主張する事項の如何にかかわらず、原処分の適否に係

るあらゆる事項が審理の対象となるとされており（総額主義）、実質調査は、審査請求人の

申立てに係る原処分について、その全体の当否を判断するために行われる（同基本通達（審

査請求関係）９７条関係参照）。 

イ そうすると、甲は、本件異議申立て及び本件審査請求（不服申立て等）を経て、本件訴

えを提起したところ、甲は、本件不服申立て等において、いずれも本件相続時精算課税適

用財産の価額について、第二次修正申告書で記載した１０９１万１００９円ではなく、１

１３１万６０６３円を評価額とすべきであるとしていたものの（乙６、１０、前提事実（1

5）、（16））、上記アのとおりであるから、①本件異議申立てでは、本件更正処分による更正

の額と第二次修正申告に係る申告額との差額の範囲が審理の対象とされ、また、②本件審

査請求においても、本件更正処分等の適否に係るあらゆる事項が審理の対象とされていた

ものである。 

ウ 上記イによれば、本件訴えは、不服申立てを経たものであるといえる。 

（３）前記（１）及び（２）によれば、本件訴えのうち、本件減額後更正処分について、納付す

べき税額５６７万８５００円を超え、納付すべき税額２３５９万５５００円を超えない部分

の取消しを求める部分は不適法なものとして却下されるべきである。 

２ 争点（２）ア（本件範囲内主張の許否）について 

（１）処分行政庁が課税処分時に認識した処分理由に誤りがあったとしても、当該課税処分によ

って確定された税額が総額において処分時に租税法規によって客観的に定まっている税額を

上回らない限り、当該課税処分は適法であると解すべきである（最高裁平成●●年（○○）

第●●号同４年２月１８日第三小法廷判決・民集４６巻２号７７頁参照）。したがって、本件

訴訟において、被告が本件範囲内主張を行うことは、同主張が民訴法１５７条によって却下

されることなどのない限り、許されることとなる。 

（２）そこで、本件範囲内主張が民訴法１５７条により許されないか否かについて検討するに、

本件範囲内主張は、本件１７条決定の法的効果の解釈の誤り及び未分割財産の金額の計算方

法の誤りに起因するものであると認められ（弁論の全趣旨）、事実関係について新たに証拠の

取調べを要するものではない。そして、上記主張は、本件訴え提起後の約２年１０か月を経

過した後、平成２５年８月７日の第１８回弁論準備手続期日においてなされたものではある

ものの（前提事実（23））、その後、甲により上記主張に対する反論がされ、多数の書証（甲

２２ないし５８）が提出された上、平成２７年１月●日、甲の死亡によって、原告による訴

訟承継手続が行われた後も、原告が更に多数の書証（甲５９ないし７７）を提出したことな

ど（顕著事実）、本件訴訟の経過に照らせば、上記主張は、民訴法１５７条１項にいう「訴訟

の完結を遅延させる」ものということは困難である。 

 したがって、本件範囲内主張は、時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下すべきもの

とはいえない。 

（３）前記（１）及び（２）によれば、本件訴訟において、被告が本件範囲内主張を行うことに

違法な点はなく、許されるものといえる。 

３ 争点（２）イ（ア）（本件遺言の効力及び本件１７条決定の意味）について 

（１）本件遺言の効力 
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ア まず、本件１７条決定がされた経緯（前提事実（７）、（17））に照らせば、本件１７条決

定は、本件遺言に関する紛争を解決するためにされたものであると認められるところ、本

件条項には、本件遺言が無効である旨記載されていないことから（前提事実（17））、本件

１７条決定において、本件遺言の無効が確認されたと認めることは困難である。また、本

件遺言無効確認訴訟は、本件１７条決定が確定したことによって、訴えが取り下げられた

ものとみなされたことから（同（17））、上記訴訟において、本件遺言の無効が確認されな

かったことは明らかである。 

イ この点について、原告は、本件遺言のうち、財団法人Ｇに関する部分を除いて無効とす

るのが、本件相続人らの意思であった旨主張する。 

 しかしながら、上記アのとおり、本件条項には、本件遺言の無効を確認する旨の文言は

なく、むしろ、本件条項では、本件遺言無効確認訴訟の「原告らは、その余の請求を放棄

する。」と記載され（乙１２）、本件遺言の無効の確認を求める請求は放棄されたことが明

記されており、さらに、本件相続人らが本件「遺言を尊重」している旨記載されているこ

と（前提事実（17）カ）に照らせば、原告の上記主張を採用することは困難である。 

ウ 上記ア及びイによれば、本件遺言は、本件１７条決定の後においてもなお有効に存続す

るものであると認められる。 

 そして、本件遺言では「相続させる」との文言が記載されていることから（前提事実（３）

ウ、エ）、本件遺言は、民法９０８条の遺産の「分割の方法」を定めた遺言であると認めら

れる（最高裁平成●●年（○○）第●●号同３年４月１９日第二小法廷判決・民集４５巻

４号４７７頁参照）。そして、上記のとおり、本件遺言はなお有効に存続していることから、

本件相続財産については、本件相続開始時（本件遺言の効力発生時）に、本件遺言で定め

たとおりの方法で分割が確定したことになる。 

 したがって、本件遺言により甲が取得することとなっている相続財産については、本件

相続により承継されたと認められ、また、本件遺言により分割の方法が定められていない

相続財産は、未分割財産となるものと認められる。 

（２）本件１７条決定の意味 

ア 前記（１）ウのとおりであるから、本件１７条決定により、本件遺言で定めた分割方法

と異なる分割方法について、本件相続人らの間で合意したとしても、その権利関係の変動

の効果が相続開始時まで遡ることはないというべきである。 

イ そうすると、本件遺言により甲が取得することとなっている相続財産のうち、本件１７

条決定において、甲が取得しないこととなった相続財産については、一旦、本件相続によ

って乙から甲に権利関係が承継され、その後、本件１７条決定によって甲から甲以外の本

件相続人らに、権利関係が移転したこととなるものと認められる。また、未分割財産のう

ち、本件１７条決定により分割の方法が定められた相続財産については、一旦、乙から本

件相続人らに、共同相続により権利関係が承継され、その後、本件相続人らから本件１７

条決定において分割の合意がされた者に、権利関係が移転したこととなるものと認められ

る。 

ウ 上記ア及びイによれば、本件１７条決定は、本件遺言の有効性を前提とした上で、本件

１７条決定に関わった利害関係者を含む当事者間で、本件条項に記載された特定の財産に

ついて新たに権利帰属関係を定めたものと認めるのが相当である。 
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（３）前記（１）及び（２）によれば、本件相続に係る甲の納付すべき本税の額及び過少申告加

算税の額の算出については、本件遺言で定められた分割方法に基づいて課税処理をすべきこ

とになる。すなわち、（ア）本件遺言で定められた分割方法に基づいて分割済財産及び未分割

財産を区分した上、（イ）分割済財産については、本件遺言で定められた内容に基づいて本件

各相続人らが取得したものとし、課税処理すべきである。 

４ 争点（２）イ（イ）ａ（本件寄附予定財産（別表２番号１０ないし２１及び１０６ないし１

１０））について 

（１）ア まず、本件遺言においては、財団法人Ｇの設立行為としての「寄附行為」（民法３９条、

４１条２項）が定められているものと認められる。すなわち、民法３９条では、財産法

人の設立は、設立を目的とする寄附行為をもって同法３７条１号ないし５号に掲げる事

項（①目的、②名称、③事務所、④資産に関する規定、⑤理事の任免に関する規定）を

定めることを要すると規定されているところ、本件遺言では、「遺言者は、財団法人Ｇを

設立するにつき、次のとおり寄付行為をする」とされ、「財団法人Ｇ寄付行為」として、

上記①ないし⑤の各事項が記載されている（前提事実（３）ア、乙８）。上記記載内容に

よれば、本件遺言は、同法３９条（４１条２項）の「寄附行為」を定めたものであって、

財団法人Ｇ又はＮＰＯ法人Ｇへの「寄付」について定めたものではないものと認められ

る。 

イ また、改正前ＮＰＯ法人法において、遺言によるＮＰＯ法人の設立を認める旨の規定

はなく、同法では、民法４３条（法人の能力）及び４４条（法人の不法行為能力等）が

準用されているものの、同法４１条２項（遺贈の規定の準用）及び４２条２項（遺言に

より寄附行為を行った場合における寄附財産の帰属時期）は準用されていない（改正前

ＮＰＯ法人法８条）。これは、社団法人の設立行為は、遺言により行うことにおよそなじ

まないことによるものであり、社団（同法２条２項、１０条１項）であるＮＰＯ法人に

ついて、遺言によるＮＰＯ法人の設立を認めることはできないというべきである。 

 そして、上記のとおり、遺言によるＮＰＯ法人の設立が認められない以上、遺言執行

者であるＩが、遺言執行者としての権限に基づき、ＮＰＯ法人Ｇを設立することはでき

ないというべきである。 

ウ 上記アの検討結果に加えて、財団法人ＧとＮＰＯ法人Ｇとは、それぞれ財団法人とＮ

ＰＯ法人であり、両者はその法的性格を異にし、上記イのとおり、ＮＰＯ法人について

は遺言による設立が認められていないことに照らせば、本件遺言によりＮＰＯ法人Ｇが

設立され、同法人に、本件寄附予定財産が「寄付」されたものと認めることはできない

というべきである。 

（２）ア ところで、本件遺言で定められていた「財団法人Ｇ」は、設立条件を満たしておらず、

財団法人を設立することは不可能であって、「財団法人Ｇ」は設立されなかった（前提事

実（11））。このように、「財団法人Ｇ」が設立されていない以上、本件遺言のうち「財団

法人Ｇ」を設立する旨の条項は、その効力が生じないこととなる。 

イ 上記アのとおり、本件遺言のうち、財団法人Ｇに本件寄附予定財産を「寄付する」と

の部分については、その効力が生じないこととなるから、民法４１条２項で準用する同

法９９５条（遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属）により、本件寄附予定財産は、

未分割財産として、本件相続人らに帰属することとなり、本件相続財産に含まれること
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になる。そして、本件１７条決定において、本件寄附予定財産について、「乙の遺産であ

ることを確認し」た上で、本件寄附予定財産をＮＰＯ・Ｇが取得するものとされ、本件

遺言における「乙の遺志を考慮してのことであり、遺産からの寄付行為として行なわれ

るものであることを確認する」とされていたのは（前提事実（17）ア）、本件寄附予定財

産について、本件相続人らが民法９９５条に基づき、一旦相続した上で、本件遺言にお

ける「乙の遺志を考慮して」、ＮＰＯ法人Ｇに寄付する、という趣旨であったものと解す

るのが相当である。 

（３）前記（１）及び（２）のとおりであるから、本件寄附予定財産は、本件相続財産に含まれ

るものと認められる。もっとも、本件再計算（別紙２）５のとおり、本件寄附予定財産（未

分割財産）について、甲が取得する金額は０円となり、結果として、甲が取得することにな

る未分割財産はない。 

 この点について、原告は、本件遺言によって、ＮＰＯ法人Ｇに対し、本件寄附予定財産が

遺贈された旨主張する。しかしながら、遺言によって財団法人を設立するという行為（寄附

行為）と、遺言によってＮＰＯ法人に対して財産を贈与するという行為（遺贈）とは、前者

は法人の設立行為であり、後者は贈与であって、法的性質を全く異にするものであるところ、

前記（１）アのとおり、本件遺言では、財団法人の設立行為としての寄附行為をする旨明記

されていることから、原告の上記主張を採用することは困難である。 

５ 争点（２）イ（イ）ｂ（平成１６年分所得税還付金（別表２番号１１３））について 

（１）相続税の課税財産は、「相続又は遺贈によって取得した財産」（相続財産）であるとされて

いるところ（相続税法２条１項）、相続財産には、財産権の対象となる一切の物及び権利が含

まれ、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいい、既に存在する物権

や債権のほか、いまだ明確な権利とはいえない財産法上の法的地位等も含まれるものと解す

るのが相当である。 

（２）そこで検討するに、本件還付金請求権（別表２番号１１３）は、本件相続人らが乙の平成

１６年分の所得税の確定申告（所得税法（平成１８年法律第１０号による改正前のもの。以

下同様。）１２５条１項（年の中途で死亡した場合の確定申告）に基づく確定申告（乙２４）

及び修正申告（乙２５）を行った結果、乙が平成１６年分の所得税の確定申告に係る予定納

税（所得税法１０４条、通則法１５条３項１号）として処分行政庁に既に納付した所得税の

一部について、本件相続人らに還付金を受け取る権利が発生したものである。すなわち、本

件還付金請求権は、乙の死亡後に発生したものではあるが、これは乙の生存中に納付時より

潜在的に存在していた乙の財産（還付金請求権）が、乙の死亡により顕在化したものと考え

られる。 

（３）前記（１）及び（２）によれば、本件還付金請求権は、本件相続財産に含まれるというべ

きである。なお、甲においても、第二次修正申告書において、本件還付金返還請求権が本件

相続財産に含まれることを自認していたところ（乙３、弁論の全趣旨（被告第３準備書面別

表４参照））、原告は、本件訴訟においては、これが本件相続財産に含まれない旨主張するの

みで、何ら具体的な主張立証を行わないから、原告の上記主張を採用することはできない。 

６ 争点（２）イ（イ）ｃ（Ｌに対する貸付金（別表２番号１４８））及び同ｄ（Ｋに対する未収

金（別表２番号１４９））について 

（１）確定申告書記載の課税要件事実をその申告者が争う場合には、原告に主張立証責任がある
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ものと解され、仮に、被告に主張立証責任があるとしても、記載内容の真実性が事実上推定

されるものと解するのが相当である。以下、上記各債権が本件相続財産に含まれるか否かに

ついて順に検討する。 

（２）本件貸付金（別表２番号１４８）について 

ア まず、甲は、本件貸付金について、第二次修正申告書において、本件相続財産に含まれ

ることを自認していたところ（乙３、弁論の全趣旨（被告第３準備書面別表６参照））、原

告は、本件訴訟において、本件貸付金が本件相続財産に含まれない旨主張するのみで、本

件貸付金の存否について第二次修正申告書の記載内容が事実と異なることについて、何ら

具体的な主張立証を行わない。 

イ 前記（１）及び上記アによれば、本件貸付金は、本件相続財産に含まれるものと認める

のが相当である。 

（３）本件未収金（別表２番号１４９）について 

ア 原告は、本件未収金について、本件相続の発生前にＫから乙に対し支払済みであるから、

本件相続財産には含まれない旨主張し、上記主張を裏付ける証拠として、平成２２年３月

１９日付け税理士Ｊ作成の報告書（甲１３）を提出する。 

 しかしながら、上記報告書には、「飯塚税務署の確認」を取ったとして、「乙氏遺産の相

続税申告に於いて、Ｋ（有）が乙氏に支払った不動産売買代金１４，１１１，０００円は

相続税申告で乙の生前に支払済みであり、飯塚税務署も同処理されるとの事です。」と記載

されているところ、飯塚税務署において本件未収金が支払済みであることを前提とした課

税処理を行ったことはないと認められることから（弁論の全趣旨）、上記報告書の記載内容

によって、本件未収金が支払済みであると認めることは困難である。 

イ そして、甲は、本件未収金について、第二次修正申告書において、これが本件相続財産

に含まれることを自認していたところ（乙３、弁論の全趣旨（被告第３準備書面別表６参

照））、上記アのとおりであり、原告は、本件訴訟においては、支払済みであることについ

て主張するのみで、この主張を裏付ける的確な証拠を提出しない。 

ウ 前記（１）及び上記イによれば、本件相続時において本件未収金は存在し、本件相続財

産に含まれるものと認めるのが相当である。 

（４）付言するに、本件１７条決定において、「乙の遺産」の確認がされているところ（前提事実

（１７））、本件貸付金及び本件未収金（以下「本件貸付金等」という。）は、本件条項で言及

されておらず、乙の遺産であることが確認されていない。しかしながら、本件条項の文言に

照らせば、本件１７条決定は、特定の財産について、本件相続財産に含まれることを確認し

た上で、当該財産について新たな権利帰属関係について定めたものであると認められる（前

記３（２）ウ参照）。したがって、本件１７条決定において、本件貸付金等が乙の遺産である

旨確認されていないことをもって、本件貸付金等が本件相続財産に含まれないものと認める

ことはできないというべきである。 

７ 争点（２）イ（ウ）ａ（本件相続時精算課税適用財産（別表４番号１ないし３の各土地））及

び同ｂ（その他の不動産（別表２番号１０ないし１８、番号２５ないし８０、番号１１８ない

し１２３及び番号１２６ないし１３０））について 

（１）相続財産の価額の評価に関する基本的な考え方について 

ア 相続税法２２条は、特別に定める場合を除き、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産
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の価額は、当該財産の取得の時における時価」によるべき旨を規定しており、「時価」とは

相続開始時における当該財産の客観的な交換価格、すなわち、それぞれの財産の現況に応

じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額

をいうものと解される（評価通達１参照）。 

イ ところで、課税実務上は、相続税法に特別の定めがあるものを除き、評価通達に定めら

れた画一的な評価方式によって相続財産の価額を評価することとされている。これは、①

相続税の課税対象である財産には多種多様なものがあり、その客観的な交換価値が必ずし

も一義的に確定されるものではないため、相続財産の客観的な交換価格（時価）を個別に

評価する方法によれば、その評価方式、基礎資料の選択の仕方等により異なった金額が相

続財産の「時価」として導かれる結果が生ずることを避け難く、公平な課税の観点から問

題があること、また、②大量の課税事務を適正・迅速に行わなければならない課税庁の事

務負担が過重なものとなり、課税事務の効率的な処理が困難となるおそれがあること、さ

らに、③相続税のように申告納税方式が採られているものについて、個別事案ごとの評価

をしなければならないとすることは、納税者にとっても過重な負担であると考えられるこ

とから、相続財産の価額をあらかじめ定められた評価方式によって画一的に評価する方が、

納税者間の公平、効率的な徴税、納税者の便宜という見地からみて合理的であるという理

由に基づくものと解される。 

ウ そうすると、評価通達に定められた評価方式によって相続財産の価額を評価することは、

相続税法２２条が規定する財産の「時価」を評価算定する方法として、一定の合理性を有

するというべきである。 

 しかしながら、評価通達に定められた評価方式によるべきであるとする趣旨は上記イの

とおりであるから、上記評価方式を適用することによって、かえって租税負担の公平を害

するような結果が生ずる場合など、評価通達によらないことが相当と認められるような特

段の事情がある揚合には、他の合理的な時価の評価方式によることが許されるものと解す

るのが相当である（評価通達６参照）。そして、上記特段の事情があるというには、納税者

において、①財産評価の基礎となる事実関係の認定に不合理な点があること、又は②不動

産鑑定士による不動産鑑定評価等に基づき、評価通達の定めに従った評価が、具体的な事

情の下における当該相続財産の時価を適切に反映したものではなく、客観的交換価値を上

回るものであることを主張立証することを要するものと解するのが相当である。 

（２）評価通達における共有財産の評価について 

ア 評価通達では、「財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべきすべての

事情を考慮する。」と定められているところ（評価通達１（３））、所有者等の主観的な要因

や、所有者等の意思、行為等によって変更することのできるような事情等は考慮されない

のであり、他方、あらかじめ類型的に想定できるもの（例えば、不整形地の評価等）は評

価通達に増減割合等が明示されている（乙３４）。 

イ ところで、共有財産の評価について、評価通達は、「共有財産の持分の価額は、その財産

の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価する。」と定めるのみであ

り（評価通達２）、多数の共有者が存在することなどは、一般的にみられる想定可能な事情

であるといえるものの、増減価要因とされていない。そして、不動産鑑定評価基準及び固

定資産評価基準（乙４０）においても、同様に、共有者の有無及び数それ自体は、財産の
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価額の増減価要因とされていない。 

 これは、共有者の有無及び数の多寡によって、当該財産の客観的な交換価値は変動しな

いと考えられる上、共有者が複数存在する財産は多数存在し、共有者数、持分割合及び共

有者間の関係等は様々であるから、類型化が困難であることによるものと解される。すな

わち、共有土地について、共有者が多数存在する揚合には、売却が事実上困難となること

があり得るとしても、共有者間の関係や各共有者の持分割合等によっては、共有者が多数

であっても売却が容易な場合もあれば、共有者が少数であっても売却が困難な場合もあり、

共有者の多寡によって当該土地の客観的な交換価値自体が変動するとは考え難く、また、

類型化は困難であると考えられる。したがって、共有財産の評価に関する評価通達の定め

は、一定の合理性を有するものというべきである。 

ウ 上記ア及びイによれば、共有土地について、共有者が多数存在し、又は持分割合が小さ

いということのみでは、前記（１）ウの特段の事情があるとはいえないと考えられる。 

（３）原告主張に係る各財産（争点（２）ウａ及びｂの各不動産）の評価について 

 本件相続財産については、評価通達の定めに従って評価されていることから（前記第２の

２参照）、後記（４）ないし（８）において、上記各土地の価額の評価について、前記（１）

ウの特段の事情（評価通達によらないことが相当と認められるような特段の事情）があると

いえるかどうかについて検討する。 

（４）本件相続時精算課税適用財産（別表４番号１ないし３）について 

ア 別表４番号１の土地 

 原告は、上記土地は、●●町に公共広場として貸し付けている土地であるから、「公益を

目的とする事業の用に供する」ものに当たり、非課税である旨主張する。 

 しかしながら、原告は、上記主張の根拠を明らかにしていない。そして、仮に、原告の

主張が、相続税法１２条１項３号に基づくものであるとしても、原告は、同号の要件、す

なわち、①甲が「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定める

もの」に該当すること及び②上記土地が「当該公益を目的とする事業の用に供することが

確実なもの」に該当することについて何らの主張立証を行っていない。したがって、原告

の上記主張は採用できない。 

 そして、原告は、上記土地の時価に係る不動産鑑定評価書を提出するなど、上記土地の

価額の評価について、前記（１）ウの特段の事情があることについて主張立証を行ってい

ない。 

イ 別表４番号２及び３の土地 

 原告は、上記土地について、１６名もの多数の共有地であり、売却が可能なものではな

く、せいぜい評価通達による評価額の７０％以下の価値しかない旨主張する。 

 しかしながら、原告は、上記土地の価額を裏付ける証拠を提出していない。そして、前

記（２）イのとおり、評価通達等において、共有者の有無及び数等それ自体は、土地の価

額の増減価要因とはされておらず、このような評価通達の定めは合理性を有するものと考

えられる。 

 したがって、上記土地の評価について、前記（１）ウの特段の事情があるとは認められ

ない。 

ウ 上記ア及びイのとおりであるから、本件相続時精算課税適用財産の評価については、評
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価通達による評価方式により算出した価額（別表４の「再計算」の「相続財産総額」欄参

照）をもって時価であると認めるのが相当である。 

（５）別表２番号１０ないし１８の各土地について 

 原告は、上記各土地について、計算書（甲５１の１）に基づき、時価合計が８７９１万５

６００円である旨主張する。 

 しかしながら、上記計算書（甲５１の１）は、税理士作成による計算書にすぎず、上記価

額は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価ではない。また、原告は、上記各土地の価額を裏

付ける資料として、「不動産評価書」と称する書面（甲５２ないし５４）を提出するものの、

いずれも不動産鑑定士による不動産鑑定評価ではなく、甲５２は、作成者が不明である上（平

成２６年６月６日付け証拠説明書（16）参照）、上記書面には、「本調査書は『不動産の鑑定

評価に関する法律』に基づく鑑定評価書ではありません。」と明記されている。そうすると、

原告において、前記（１）ウの特段の事情があることについて、的確な主張立証がされてい

るとはいい難い。 

 したがって、上記各土地の評価については、評価通達による評価方式により算出した価額

（別表２番号１０ないし１８の「再計算」の「相続財産総額」欄参照）をもって時価である

と認めるのが相当である。 

（６）別表２番号２５ないし８０の各土地について 

ア 原告は、上記各土地について、共有者が多数であり、過去に売却事例はなく、共有者の

一部に登記手続未了の者が存在すること、上記各土地は売却不可能であるから、適正価格

は、収益還元法による算定額の７０％である４３７万５０００円であり（甲３１）、評価通

達による評価額は、適正価格の１０倍以上となっていることなどから、前記（１）ウの特

段の事情がある旨主張する。 

イ しかしながら、まず、上記書面（甲３１）は、税理士による計算書にすぎず、原告主張

の上記価額は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価ではない。そして、前記（２）のとお

り、上記各土地について共有者が多数存在することから、上記各土地の客観的な交換価値

が変動するとは考え難く、また、過去の売却事例がないことや共有者の一部に登記手続未

了の者が存在することなども、当該土地の客観的価値に影響を与えるものとはいえない。 

 したがって、上記アの原告主張を採用することはできず、原告において、上記各土地に

ついて、前記（１）ウの特段の事情があることについて、的確な主張立証がされていると

はいい難い。 

ウ 上記イによれば、上記各土地の評価については、評価通達による評価方式により算出し

た価額（別表２番号２５ないし８０の「再計算」の「相続財産総額」欄参照）をもって時

価であると認めるのが相当である。 

（７）別表２番号１１８ないし１２３の各土地について 

ア 原告は、（ア）上記各土地については、用途が同一の土地であり、一体の土地とみられる

ところ、これらの土地の大部分を別表２番号１１８の土地が占めており、同土地の約３分

の１は山林であったにもかかわらず、評価通達では、これらの土地が全て宅地として評価

されており、現状と異なることから、前記（１）ウの特段の事情があるといえる、また、

（イ）上記各土地の時価は、合計２９６１万９０００円であり（甲４７）、評価通達による

評価額と約３２５０万円の差があること、別表２番号１１８の土地については、飯塚市に
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よって宅地課税から雑種地課税への課税の修正が行われ、５年間の差額の還付が行われた

ことからも、前記（１）ウの特段の事情があることが裏付けられる旨主張する。 

イ しかしながら、まず、原告主張に係る上記ア（イ）の時価は、不動産鑑定士による不動

産鑑定評価ではない。すなわち、上記ア（イ）の書面（甲４７）は、「不動産評価書」と称

されているものの、作成者が不明である上（平成２６年６月６日付け証拠説明書（16）参

照）、上記書面には、「本調査書は『不動産の鑑定評価に関する法律』に基づく鑑定評価書

ではありません。」と明記されている。 

ウ また、原告は、別表２番号１１８ないし１２３の各土地について、用途が同一の土地で

あり、一体の土地とみられるところ、これらの土地の大部分を別表２番号１１８の土地が

占めており、同土地の約３分の１は山林であった旨主張する。 

 そこで検討するに、本件相続開始時、登記記録において、上記各土地のうち、別表２番

号１１９ないし１２３の各土地は地目が「宅地」とされ、同１１８の土地のみ、地目が「山

林」とされていたものの（甲２４、４７）、後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば、①上記

１１８の土地について、平成２４年６月２２日付けで「昭和５３年１２月１日地目変更」

を原因として「宅地」に地目変更登記がされたこと（甲３０）、②平成１７年度の土地・家

屋名寄帳（課税台帳）において、上記１１８の土地を含む上記各土地の現況は全て「宅」

地とされていたこと（乙３７）、③処分行政庁は、平成１９年１１月、上記１１８の土地の

現地確認を行い、同土地には建物が存在し、同土地は同建物の敷地及びその維持又は効用

を果たすために必要な土地に当たり、宅地に該当することを確認したこと（乙３８、３９）

が認められる。 

 上記によれば、本件相続開始時、別表２番号１１８ないし１２３の各土地は全て、現況

宅地であったものと認められ、原告の上記主張を採用することは困難である。 

エ さらに、原告は、別表２番号１１８の土地について、飯塚市によって宅地課税から雑種

地課税への課税の修正が行われ、５年間の差額の還付が行われたことに言及する。しかし

ながら、飯塚市は、甲が上記土地について、平成１７年度の固定資産税評価額の修正を申

し出たのに対し、固定資産の価格等に重大な錯誤が認められないので、同評価額の修正は

行わない旨回答した（甲３０）。したがって、平成１７年当時の上記土地の同評価額は適正

なものであったといえる。 

オ なお、原告は、上記ア（ア）及び（イ）の主張のほか、別表２番号１１９ないし１２３

の各土地について、前記（１）ウの特段の事情があることについて主張立証していない。 

カ 上記イないしオによれば、別表２番号１１８ないし１２３の各土地の評価について、前

記（１）ウの特段の事情があるとは認められず、上記各土地の評価については、評価通達

による評価方式により算出した価額（別表２番号１１８ないし１２３の「再計算」の「相

続財産総額」欄参照）をもって時価であると認めるのが相当である。 

（８）別表２番号１２６ないし１３０の各土地について 

ア 原告は、（ア）上記各土地について、平成１５年度の大雨により水没しており、上記各土

地を含む地域は、旧炭鉱の坑道上にあり、地盤沈下が激しく、その後も「ウォーターハザ

ードの地域」になっているという事情があり、また、（イ）計算書（甲４３の２）及び「不

動産評価書」と称する書面（甲４８ないし５０）に基づき、別表２番号１２６の土地の時

価は９４０万円（甲４８）、同番号１２７の土地の時価は２５０万円（甲４９）、同番号１
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２８ないし１３０の各土地の時価は合計７１２万７２５０円（甲４３の２）であるとして、

上記各土地の評価については、前記（１）ウの特段の事情がある旨主張する。 

イ しかしながら、まず、上記ア（イ）の計算書（甲４３の２）は、税理士作成による計算

書にすぎず、上記ア（イ）の「不動産評価書」と称する書面（甲４８ないし５０）は、不

動産業者による計算書にすぎないのであって、上記各書面による価額は、いずれも不動産

鑑定士による不動産鑑定評価ではない。 

ウ（ア）また、別表２番号１２６ないし１３０の各土地は、「市街地的形態を形成する地域」

以外の宅地であると認められるところ（弁論の全趣旨）、評価通達では、上記宅地につ

いて、倍率方式（固定資産税評価額に所定の倍率を乗じて宅地の価額を評価する方式）

によって行う旨定めている（評価通達１１、２１）。そして、固定資産税評価額の算定

については、固定資産評価基準により行うこととされており、固定資産評価基準（乙

４０）では、宅地の評価については、「各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点

数を評点一点当たりの価額に乗じて各筆の宅地の価額を求める方法によるものとす

る。」と定められているところ（第３節一）、主として「市街地的形態を形成するに至

らない地域における宅地」については、その基礎となる「標準宅地」の評点数の付設

について、「売買実例価額から評定する適正な時価に基づいて評点数を付設するもの

とする。」と定められている（第３節二（二）１（３））。 

 上記によれば、売買実例価額が宅地の固定資産税評価額の算定の基礎となっている

といえる。 

（イ）ところで、原告主張に係る上記ア（ア）の事情は、別表２番号１２６ないし１３０

の各土地の個別事情ではなく、上記各土地を含む地域の事情である。そして、上記各

土地を含む地域が、旧炭鉱の坑道上にあり、当該地域内の土地について、従来から地

盤沈下が予想されていたとすれば、このような事情は、実際の取引価格である売買実

例価額において既に考慮されているはずであると考えられる。そうすると、上記（ア）

のとおり、固定資産税評価額の算定に当たり、売買実例価額がその基礎とされている

から、上記事情は、上記各土地の固定資産税評価額を算定する上でも、基礎とされて

いる事情といえる。 

（ウ）上記（イ）によれば、原告主張に係る上記ア（ア）の事情は、上記各土地の評価に

ついて、前記（１）ウの特段の事情に当たるとはいえないというべきである。 

エ 上記イ及びウによれば、別表２番号１２６ないし１３０の各土地の評価について、前記

（１）ウの特段の事情があるとは認められず、上記各土地の評価については、評価通達に

よる評価方式により算出した価額（別表２番号１２６ないし１３０の「再計算」の「相続

財産総額」欄参照）をもって時価であると認めるのが相当である。 

（９）なお、原告は、本件訴訟においては、本件相続財産のうち、争点（２）イ（ウ）ａ（本件

相続時精算課税適用財産）及びｂ（その他の不動産）以外の財産の評価については積極的に

争っていない。 

８ 争点（２）イ（エ）（別件裁決が本件減額更正処分等に影響を及ぼすか）について 

（１）相続税法は、相続税の総額の計算において、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得

した全ての者に係る課税価格の合計額を基礎としているが（同法１６条）、納税義務者は相続

又は遺贈により財産を取得した個人とされ（同法１条の３）、その申告についても、各人がそ
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の相続の開始があったことを知った日の翌日から１０月以内に申告書を提出しなければなら

ないとされ、個別申告を原則とし、例外的に共同申告を認めているにすぎない（同法２７条

１項）。 

 したがって、共同相続の場合でも、相続税の申告及び課税は、共同相続人についてそれぞ

れ別個に独立して行われ、申告の効力も個別的に判断すべきであって、ある相続人の申告又

は課税における瑕疵は、原則として、他の相続人の申告又は課税に影響を及ぼさないという

べきである。 

（２）また、別件裁決（前提事実（21））は、乙の相続人（Ｄら）による更正の請求について、「相

続税法第３２条第１号による更正の請求の要件を満たすものとは認められず、また、同条第

２号ないし第５号の各規定による更正の請求の要件を満たさないことも明らかである」から、

別件更正処分は、同法３５条３項の要件を満たさず、違法である旨判断したものであり（甲

６４）、いわば手続上の瑕疵を指摘したものにとどまる。すなわち、別件裁決では、別件更正

処分が上記条項の要件を満たさなかったことから、違法な増額更正であったとして、その全

部が取り消され、還付がされたものであるにすぎない。 

 したがって、別件裁決は、その内容からしても、甲に係る本件減額更正処分等には何ら影

響はないものというべきである。 

（３）なお、原告は、別件裁決において別件更正処分が取り消された結果、他の本件相続人らの

課税関係に影響が及ぶ根拠として、相続税法の体系は、同一の被相続人の総遺産について相

続税額が定まり、各相続人が実際に遺産を取得した割合に応じて相続税を負担するというも

のであり、他の相続人もその仕組みで課されるからである旨主張し、Ｊ税理士は、別件裁決

によってＣについて確定した総遺産の価額、総課税額は「相続人全員に共通である」から、

別件裁決によって別件更正処分が取り消された以上、本件減額後更正処分も「自動的に連動

して取消されることになる」旨陳述する（甲２１）。 

 しかしながら、「各相続人の相続税の額」が「相続税の総額」を基礎として按分される課税

方式においても、更正することができる期間が既に経過したことなどから、「各相続人の相続

税の額」の合計と「相続税の総額」が一致しないことはあり得ることであって、このような

事態は法的に許容されていると解される。 

 したがって、原告の上記主張を採用することはできない。 

９ 本件減額後更正処分等の適法性について 

（１）本件範囲内主張のうち、前記２ないし８において検討した争点（前記３（争点）（２）のア

及びイに掲げた点）以外については、原告において争っておらず、上記各争点については、

前記２ないし８のとおりである。 

（２）前記（１）及び弁論の全趣旨によれば、本件相続財産の総額並びに甲の課税価格及び納付

すべき相続税額等は、本件再計算（別紙２）記載のとおりであると認められるところ、本件

減額後更正処分等における甲の課税価格及び納付すべき相続税額並びに過少申告加算税額は、

本件再計算による金額の範囲内であるから、本件減額後更正処分等は適法であるといえる。 

第４ 結論 

 以上のとおりであって、本件訴えのうち、本件減額後更正処分について、納付すべき税額５

６７万８５００円を超え、納付すべき税額２３５９万５５００円を超えない部分の取消しを求

める部分は不適法であるから却下し、原告のその余の請求はいずれも理由がないから棄却する
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こととし、主文のとおり判決する。 

 

福岡地方裁判所第２民事部 

裁判長裁判官 片山 昭人 

   裁判官 三井 教匡 

   裁判官 髙木 航 
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（別紙１） 

当事者目録 

 

原告 亡甲承継人Ｎ 

同訴訟代理人弁護士 片見 冨士夫 

被告 国 

同代表者法務大臣 岩城 光英 

処分行政庁 飯塚税務署長 尾花 孝志 

同指定代理人 前田 華奈 

同 小倉 大助 

同 楠窪 泰浩 

同 大坪 正宏 

同 石橋 輝明 

同 出水 涼子 

同 古賀 誠 

同 久松 泰雄 

同 森田 一也 

同 中島 和彦 

以上 
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（別紙２） 

被告主張の甲の納付すべき税額等の計算過程 

 

１ 本件相続財産の総額（別表１「再計算（Ｋ）」の「⑧」欄） 

６億２９１３万３６０６円 

 本件相続により本件相続人らが取得した財産（本件相続財産）は、別表２記載のとおりであ

り、その価額を合計すると、６億２９１３万３６０６円となる。 

 なお、本件相続財産の総額は、別表２の「再計算」の「相続財産総額」の「合計金額」欄と

一致するはずであるが、実際には、同欄は、６億２９１３万３６０８円となっており、２円の

差が生じている。これは、再計算において、未分割財産を本件相続人らそれぞれに配分する計

算を行った際に生じた１円未満の端数を切り捨てた上で、各相続人の取得した財産の価格を計

算し、それらを合計して本件相続財産の価額を計算するため、生じるものである。 

２ 本件相続時精算課税適用財産の価額の総額（別表１「再計算（Ｋ）」の「⑨」欄） 

２０３４万２３７８円 

 本件相続時精算課税適用財産の価額の総額は、別表４の「再計算」の「相続財産総額」の「合

計金額」欄のとおりである。 

３ 債務控除額の総額（別表１「再計算（Ｋ）」の「⑩」欄） ２１０８万４８３５円 

 債務控除額の総額は、相続税法１３条（債務控除）の規定により、本件相続人らが本件相続

により取得した財産の価額から控除することができる債務及び葬式費用の総額であり、甲が第

二次修正申告書（乙３）の「各人の合計」の「㋺修正申告額」の「③」欄に記載した金額と同

額である。 

４ 相続税の総額（別表１「再計算（Ｋ）」の「⑭」欄） ９２５５万１２００円 

 相続税の総額は、相続税法１５条ないし１７条の各規定に基づき、次のとおり算出した金額

である。 

（１）課税価格の合計額（別表１「再計算（Ｋ）」の「⑪」欄） ６億２８３９万００００円 

 課税価格の合計額は、本件相続人らごとに、①前記１「本件相続人らが本件相続により取

得した財産の総額」について、各相続人が取得した財産の価額に、②前記２「本件相続時精

算課税適用財産の価額の総額」について、各相続人が相続時精算課税の特例の適用を受けた

財産の価額を加算し、③前記３「債務控除額の総額」について、各相続人が民法９００条な

いし９０２条の規定による相続分に応じて負担することとした場合の金額を控除した後の金

額（ただし、通則法１１８条１項の規定により、本件相続人ごとに１０００円未満の端数を

切り捨てた後の金額）を算出した上で、④本件相続人らごとの当該算出額をすべて合計した

金額である。 

（２）遺産に係る基礎控除額 １億４０００万００００円 

 遺産に係る基礎控除額は、相続税法１５条の規定に基づき、５０００万円と９０００万円

（１０００万円に本件相続における法定相続人の数である９を乗じた金額）を合計した金額

である。 

（３）計算の基礎となる金額 ４億８８３９万００００円 

 計算の基礎となる金額は、前記（１）の金額から前記（２）の金額を控除した後の金額で

ある。 
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（４）法定相続分に応ずる取得金額 

 法定相続分に応ずる取得金額は、相続税法１６条の規定により、本件相続に係る法定相続

人が前記（３）の金額をそれぞれ民法９００条及び同法９０１条の規定による相続分に応じ

て取得したものとした場合の取得金額であり、前記（３）の金額に各相続人に係る法定相続

分の割合をそれぞれ乗じて算出した次のア及びイの金額（ただし、通則法１１８条１項の規

定により１０００円未満の端数を切り捨てた後の金額）である。 

ア 代襲相続人以外の相続人（法定相続分７分の１。６名） 各６９７７万００００円 

イ 代襲相続人（法定相続分２１分の１。３名） 各２３２５万６０００円 

（５）相続税の総額 ９２５５万１２００円 

 相続税の総額は、前記（４）の相続人ごとの取得金額に、相続税法１６条に規定する税率

をそれぞれ適用して算出した次のア及びイの金額を合計した金額である。 

ア 代襲相続人以外の相続人（取得金額６９７７万００００円。６名） 

各１３９３万１０００円 

小計８３５８万６０００円 

イ 代襲相続人（取得金額２３２５万６０００円。３名） 各２９８万８４００円 

小計８９６万５２００円 

５ 甲が相続により取得した財産の金額（別表１「再計算（Ｋ）」の「①」欄） 

３億５７３４万４５６６円 

 甲が相続により取得した財産の金額は、別表２の「再計算」の「甲の相続財産」の「合計金

額」欄のとおり、３億５７３４万４５６６円である。 

 なお、未分割財産となる本件寄附行為に係る財産のうち、甲が取得することになる財産の金

額は、いわゆる「穴埋方式」により行うべきであるところ、未分割財産について甲が取得する

金額は別表５「⑩」欄のとおり０円となり、結果として、甲が取得することになる未分割財産

（本件寄附行為に係る財産）はない。 

６ 甲に帰属する本件相続時精算課税適用財産の価額（別表１「再計算（Ｋ）」の「②」欄） 

２０３４万２３７８円 

 甲に帰属する本件相続時精算課税適用財産の価額は、別表４の「再計算」の「甲の相続財産」

の「合計金額」欄のとおりである。 

７ 甲に帰属する債務控除額（別表１「再計算（Ｋ）」の「③」欄） ２１０８万４８３５円 

 甲に帰属する債務控除額は、甲が第二次修正申告書（乙３）の「財産を取得した人」の「㋺

修正申告額」の「③」欄に記載した金額と同額である。 

８ 甲の納付すべき相続税額（別表１「再計算（Ｋ）」の「⑦」欄） ５２５２万１４００円 

（１）甲の課税価格（別表１「再計算（Ｋ）」の「④」欄） ３億５６６０万２０００円 

 甲の課税価格は、甲に帰属する相続財産である前記５の金額３億５７３４万４５６６円に、

前記６の金額２０３４万２３７８円を加算し、甲が負担する前記７の金額２１０８万４８３

５円を減算して算出した金額（ただし、通則法１１８条１項の規定により、１０００円未満

の端数を切り捨てた後の金額）である。 

（２）甲の納付すべき相続税額 ５２５２万１４００円 

 甲の納付すべき相続税額は、相続税の総額９２５５万１２００円（別表１「再計算（Ｋ）」

の「⑭」欄）に、課税価格の合計額６億２８３９万００００円（別表１「再計算（Ｋ）」の「⑪」
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欄）のうち、甲の課税価格３億５６６０万２０００円（前記（１）の金額）の占める割合を

乗じて算出した金額（ただし、通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り

捨てた後の金額）である。 

９ 相続時精算課税分の贈与税額控除額について（別表１「再計算（Ｋ）」の「⑥」及び「⑬」欄） 

０円 

 本件更正処分（前提事実（14））における相続税法２１条の１５第３項及び同法２１条の１６

第４項に基づく相続時精算課税分の贈与税額控除額については、本件更正処分と同日に行った

本件贈与税更正処分（同（13））により相続時精算課税分の贈与税額が０円（乙１６「課税標準

等及び税額等の計算明細」の「調査額」欄⑯）となっているため、贈与税額控除額は０円とな

る。 

 したがって、甲が第二次修正申告書に記載し（乙３「⑳」欄）、本件相続に係る相続税額の計

算上差し引いた相続時精算課税分の贈与税額控除額１９１万７４００円については、再計算に

おいて差し引くことはできないこととなる。 

10 過少申告加算税 ３２０万１５００円 

 過少申告加算税の対象となる税額は、再計算における甲の納付すべき本税の額５２５２万１

４００円（別表１「再計算（Ｋ）」の「⑦」欄）から第二次修正申告における甲の納付すべき本

税の額２３５９万５５００円（別表１「第二次修正申告（Ｃ）」の「⑦」欄）を差し引いた金額

（通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの）である２８９２

万００００円になる。 

 そして、再計算において甲の納付すべき過少申告加算税の額は、①通則法６５条１項の規定

に基づき、過少申告加算税の対象となる税額である２８９２万００００円に１００分の１０の

割合を乗じて算出した金額２８９万２０００円と、②通則法６５条２項の規定に基づき、過少

申告加算税の対象となる税額（１万円未満の端数を切り捨てる前のもの）である２８９２万５

９００円に累積増差税額９７万０４００円を加算し（第一次修正申告により新たに納付すべき

税額である５８万２８００円に、第二次修正申告により新たに納付すべき税額である１２３万

３６００円を加算し、通則法６５条５項該当額８４万６０００円を減算した金額）、期限内申告

税額２３６９万６５００円を控除した金額（通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端

数を切り捨てた後のもの）である６１９万００００円に１００分の５の割合を乗じて算出した

金額３０万９５００円との合計額である３２０万１５００円になる。 

以上 
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別表１ 

課税の経緯 
［単位：円］ 

区分 当初申告(A) 第一次修正申告(B) 第二次修正申告(C) 更正処分等(D) 異議申立て(E) 異議決定(F) 審査請求(G) 裁決(H) 減額更正(I) 更正の請求(J) 再計算(K) 

年月日 平成17年11月30日 平成18年5月23日 平成20年8月28日 平成20年11月17日 平成21年1月15日 平成21年3月12日 平成21年4月8日 平成22年3月30日 平成22年11月24日 平成22年11月29日 (平成22年11月24日) 

① 取得財産の価額 306,736,610 314,736,610 349,768,304 392,519,088 349,768,304 349,768,304 358,062,354 329,650,828 117,596,031 357,344,566 

② 
相続時精算課税 

適用財産の価格 
34,587,147 34,587,147 10,911,009 24,598,758 11,316,063 11,316,063 20,342,378 20,342,378 10,911,009 20,342,378 

③ 債務控除額 17,458,858 17,458,858 21,084,835 21,084,835 21,084,835 21,084,835 21,084,835 17,084,835 17,084,835 21,084,835 

④ 課税価格 323,864,000 331,864,000 339,594,000 396,033,000 339,999,000 339,999,000 357,319,000 332,908,000 111,422,000 356,602,000 

⑤ 差引税額 23,696,597 24,279,300 25,512,900 58,737,016 25,570,800 25,570,800 52,680,025 49,030,832 7,595,976 52,521,432 

⑥ 
相続時精算課税分 

の贈与税額 
1,917,400 1,917,400 1,917,400 0 0 0 0 0 1,917,400 0 

甲
の
相
続
財
産
等 

⑦ 納付すべき税額 21,779,100 22,361,900 23,595,500 58,737,000 25,570,800 

棄却 

25,570,800 52,680,000 49,030,800 5,678,500 52,521,400 

⑧ 取得財産の価額 314,736,610 314,736,610 349,768,304 629,851,394 349,768,304 349,768,304 629,851,394 629,133,608 318,152,724 629,133,606 

⑨ 
相続時精算課税 

適用財産の価格 
34,587,147 34,587,147 10,911,009 24,598,758 11,316,063 11,316,063 20,342,378 20,342,378 10,911,009 20,342,378 

⑩ 債務控除額 17,458,858 17,458,858 21,084,835 21,084,835 21,084,835 21,084,835 21,084,835 21,084,835 21,084,835 21,084,835 

⑪ 課税価格 331,864,000 331,864,000 339,594,000 633,360,000 339,999,000 339,999,000 629,107,000 628,389,000 307,978,000 628,390,000 

⑫ 差引税額 24,279,300 24,279,300 25,512,900 93,935,800 25,570,800 25,570,800 92,750,100 92,549,400 20,995,800 92,551,200 

⑬ 
相続時精算課税分 

の贈与税額 
1,917,400 1,917,400 1,917,400 0 0 0 0 0 1,917,400 0 

本
件
相
続
に
係
る
相
続
財
産
等
（
総
額
） 

⑭ 納付すべき税額 22,361,900 22,361,900 23,595,500 93,935,800 25,570,800 

棄却 

25,570,800 92,750,100 92,549,400 19,078,400 92,551,200 
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別表２から別表５まで 省略 


